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最近の厚生労働省のトピック

世紀の大事業「介護保険」がスタート
日本版401Kの導入を検討
厚生省、140兆円に上る年金積立金を運用へ
総理、社会保障有識者会議設置へ
平成11年の完全失業率4.7％
―年間で初めて米国を上回る―

「健康日本21」スタート
臓器移植法施行後初の脳死下での臓器移植実施
バイアグラ認可へ
遺伝子組換え食品の安全性審査を義務付け
数次にわたる総合的な雇用対策の実施
第9次雇用対策基本計画の策定
―今後の労働市場・働き方の展望と対策の方向―

高齢者医療制度等改革推進本部を設置

「ゴールドプラン21、新エンゼルプラン」がスタート

教育訓練給付制度の指定対象を拡大
「学生職業総合支援センター」が六本木にオープン
労働者派遣事業の対象業務、有料職業紹介事業の
取扱職業を拡大

求職者給付の重点化などを図る改正雇用保険法が成立
改正男女雇用機会均等法が施行
介護休業制度の義務化
規制緩和により保育所へ民間参入
東アジア社会保障会合を開催
―途上国に対する国際協力を推進―

1年間の難産の末、年金制度改正法案成立
労働行政の3地方機関を統合した、
都道府県労働局を設置
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社会福祉�

社会保障�

公衆衛生�

働く環境の整備�

職業の安定�

人材の育成�

総合的・一体的な�
施策の推進�

●総合的な少子化対策の推進�
●活力ある高齢社会の実現�

●障害者等に対する社会福祉と�
雇用対策の一体的な実施�

●職場、地域などにおける�
総合的な健康づくり対策�

国民生活に�
安定や安心をもたらす�
セーフティネットの提供�

社会を支える層�
に対する�
自立支援�

国民生活の　保障・向上� 活力ある経済の実現�
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厚生労働省�

◆省内の総合調整、中枢機関
大臣官房は、国会、省庁、マスメディア、国
民一般等に関する省全体の代表窓口としての機
能を果たし、省内の総合調整を行う中枢機関で
す。

◆法令案の審査、頭脳集団
企画立案された政策を実現するためには、法
律、政令、省令等の法令の整備が欠かせません。
大臣官房では、論理性が高く、かつ、明確性を
備えた法制度を整備するため、法令の制定改廃
について審査を行っています。

◆17兆円の予算編成
厚生労働省関係の一般会計予算約17兆円は、
国債費等を除いた国の一般歳出予算の3分の1
以上を占める巨額のものとなっており、厚生労
働省の政策決定は、政府全体の予算編成にも大
きな影響を及ぼしています。大臣官房では厳し
い財政事情の下、一つ一つの事業について、そ
の必要性を精査して調整を行い、膨大な厚生労
働省予算を編成しています。
また、厚生労働省では、一般会計のほかに、
厚生保険、国民年金、船員保険、労働保険、国
立病院、石炭並びに石油及びエネルギー需給構
造高度化対策の6つの特別会計を有しており、
適切な予算編成を通して、国民生活に貢献して
います。

◆最先端の科学技術研究と
健康危機への対処
国民の保険医療、福祉、生活衛生のニーズに
応える科学技術分野を「厚生科学」という概念
でとらえ、新しい千年紀のプロジェクト（ミレ
ニアム・プロジェクト）の一つとして、痴呆、
がん、糖尿病、高血圧等の高齢者の主要な疾患
の遺伝子解析等に関する研究や事故修復能力を
利用した再生医療を実現するための研究等を重
点的に推進しています（平成12年度予算約
1,124億円）。
また、O-157や毒物混入事件に代表される
ような国民の安全を脅かす健康危機に対する対
策を、各部局が連携し、的確かつ迅速な対応が
図られるよう、「厚生省健康危機管理調整会議」
を設置し、情報を共有化し連絡体制を強化して
います。

◆国際化の進展と
厚生労働行政の展開
経済のグローバル化が進展し、厚生労働行政
分野においても積極的な国際的取組みが求めら
れています。
第一に、社会政策の分野においてはOECDの

活動への参加や先進諸国との二国間政策交流を
行っています。また、この分野における我が国
の知見や経験を共有することを目的として、京
都において第2回東アジア社会保障行政高級実
務者会合を開催するなど途上国に対する国際協
力も行っています。
第二に、労働政策の分野においては、ILO、

OECD、APECの活動に積極的に参加しており、
平成13年9月にはAPECの人材養成大臣会合
を熊本で行う予定です。さらに、今年の11月
にはイタリアで開催される雇用担当閣僚会議に
出席し、G8諸国と意見交換を行います。また、
ドイツなど先進諸国等との二国間政策対話や途
上国の発展を担う人材育成のための国際協力も
行っています。
第三に、保健医療の分野においては、マラリ
アなどの新興・再興感染症、たばこ対策などに
ついて、WHOをはじめとした様々な国際的枠
組みへの積極的な参画・支援を行うとともに、
医薬品、人口、水道などの生活の基礎的な分野
（Basic Human Needs）における専門家派遣
や研修生受け入れなどを通じて、「人づくり」
中心の国際協力を積極的に進めています。
さらに、医療品、食品等の分野においても一
層の市場解放が求められている中で、国民の健

康確保を大前提として、米国等と
の二国間協議やWTO、WHO/FAO
等の活動を通じ、制度・基準の国
際的調和に努めています。また、
日本の労働に係る二国間協議等に
ついても精力的に行っています。

厚生労働省の舵取り役
大臣官房は、厚生労働省の行政を総括し、基本政策の立案、法令の制定改廃、予算編
成、組織、人事等を含めて、総合調整を行っています。

大臣官房
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�平成12年度厚生労働省関係予算の内訳�
（平成12年4月～12月の 省所管（厚生省・労働省）分予算を含む。）�

失業給付費 3,354億円 1.9%

社会福祉施設運営費 8,442億円 4.8%

児童扶養手当等各種手当�
5,972億円 3.4%

生活保護費（医療扶助除く。）5,313億円 3.0%

介護 1兆2,589億円 7.2%

年金 5兆1,529億円 29.6%

水道、廃棄物処理施設整備費 2,967億円 1.7%

その他の経費 1兆5,779億円 9.1%

医療費�
6兆8,306億円�
39.2%

厚生労働省関係�
17兆4,251億円�

�

「第87回ILO総会」▲



厚生労働省�

◆統計による政策決定の支援
説得力ある確かな政策論を展開するために

は、統計数値に依拠した論議が重要です。
統計情報部では、人口、世帯、保健、福祉、
勤労者の雇用、賃金に関して大規模な全国的調
査を実施しており、不定期の特別調査と合わせ

て、厚生労働省の政策決定過程において大きな
役割を果たしています。
また、この膨大なデータは、広く一般に公開
され、貴重な資料として各方面で利用されてい
ます。

◆厚生労働省における
行政情報化の推進

情報通信技術の行政分野への活用を図る行政
情報化は、「行政情報化推進基本計画」に基づ
き政府全体で推進されています。
電子メールや掲示板、文書管理システムなど
省内、地方支分部局に整備されたネットワーク
や情報システムを活用し、事務のペーパーレス
化、効率化を進め、施策決定の迅速化を図ると
ともに、霞が関WANや地方公共団体等とのネッ
トワークにより文書の送付や調査・報告を行う

など行政機関の間での連携を強化しています。
それとともに、21世紀初頭の電子政府の実
現をめざし、行政の情報化が国民の負担軽減な
ど、国民の立場に立った行政サービスの向上に
結びつくよう申請・届出等手続の電子化、ワン
ストップサービスなどを推進しています。これ
により2003年までに行政手続をインターネッ
トを利用しペーパーレスで行えるよう基盤構築
に取り組んでいます。
また、国民に開かれた行政を目指し、ホーム
ページを利用した情報提供を広範に行っていま
す。

人と暮らしの情報基地
大臣官房統計情報部では、政策立案を支援する各種統計調査の企画・実施・解析と、
厚生労働省における行政情報化推進のための情報処理システムの企画・開発を行ってい
ます。

統計情報部
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（主な定期的統計調査）

人口動態に関する統計調査� 人口動態調査、生命表�

社会福祉その他の社会保障�
に関する統計調査�

医療施設調査、患者調査、受療行動調査、医師・歯科医師・薬剤師調査、衛生行政報告例、�
地域保健・老人保健事業報告�

社会福祉施設等調査、地域児童福祉事業等調査、福祉行政報告例、社会医療診療行為別調査、�
介護サービス施設・事業所調査�

国民生活に関する統計調査�

保健に関する統計調査�

国民生活基礎調査、保健福祉動向調査�

雇用に関する統計調査�

賃金・労働時間に関する�
統計調査�

毎月勤労統計調査�

雇用動向調査、雇用管理調査、労働経済動向調査、�
産業労働事情調査、雇用構造に関する特別調査�

賃金構造基本統計調査、屋外労働者職種別賃金調査、�
賃金引き上げ等の実態に関する調査、賃金労働時間制度�
等総合調査�

労使関係に関する統計調査� 労使関係総合調査�

労働災害・労働安全衛生に�
関する統計調査�

労働災害動向調査、労働安全衛生に関する調査�

厚生労働省の行政情報化
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厚生労働省�

◆新世紀の医療政策
病気やけがの時、安心して質の高い医療を受
けられる医療を実現していくことは、国民誰も
が願うところです。
我が国の医療は、平均寿命や乳児死亡率等で
見れば、世界最高水準に至っている一方で、ベ
ッド当たりの医療従事者（医師・看護婦等）の
数が少ないこと、平均入院日数が長いこと等の
問題を抱えており、我が国の経済・生活水準に
見合った質の高い医療提供体制を構築すること
が重要な課題となっています。
そこで、新世紀における「質の高い」「効率
的な」医療の実現を目指し、医療を取り巻く諸
相から抜本的な改革に取り組んでいます。

◆医療を支える
「人」と「モノ」の充実
医療政策推進の基礎となる「人」（医師、看
護婦等）と「モノ」（病院等）の両面にわたる
整備を進めています。
医療の担い手となる「人」については、量的
に充足されるだけでなく、その養成の在り方を
見直しながら、国民の健康と命を預かるのにふ
さわしい質の高い人材の確保を図っています。
また、病院等の医療施設については、へき地
や離島などの地域における医療機関の整備、救
急医療の確保等を図っています。

明日の医療を考える
近年の高齢化、疾病構造の変化、医療の質を求める国民の声の高まりなどに応え、
21世紀における良質で効率的な医療提供体制の実現に向けた政策の企画立案を行っ
ています。

医政局
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▲質の高い人材の確保

◆国民の求める医療提供の実現
情報化の進展により、医療に関する情報への
国民のニーズが高まっていることに対応するた
め、医療の提供に当たって適切な説明を行い、
患者の理解を得るように努めるインフォーム
ド・コンセントの理念の普及・啓発を行い、医
療の担い手と患者の信頼関係に基づいた医療提
供の実現を目指しています。
また、第三者機関による病院機能評価の支援
等の取組により、患者が医療機関を選択するに
当たって必要な情報の提供を進めています。
さらに、患者の生命に関わる医療事故を防止
するため、医療機関の指導などを通じた取組を
行っています。

◆未来の医療を支える医薬品・
医療機器産業の振興
医療の高度化・専門化に伴い、これまで不治
の病とされたきた病気の克服や、患者の苦痛を
できるだけ少なくする新しい医療技術の開発
（最新のヒトゲノム解析の研究成果に基づくオ
ーダーメイド医療の開発等）が行われています。
これらの新しい医療技術を支え、国際的な競
争を見据えた医薬品・医療機器産業の振興を図
るとともに、さらに、近年進歩の著しい情報処
理技術や通信技術を応用したシステムの構築等
の施策を推し進めています。

▲最新のヒトゲノム解析の研究成果▲緊急医療の確保
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厚生労働省�

◆21世紀における国民健康づくり　
運動（健康日本21）の推進
21世紀の少子・高齢社会において、活力あ
る日本を実現するためには、病気そのものを減
らし、痴ほうや寝たきりにならない状態で生活
できる期間（「健康寿命」）を延ばしていくこと
が重要です。従来は、疾病の早期発見、早期治
療（「二次予防」）に重点を置いた施策が中心で
したが、これに加えて生活習慣の改善（「一次
予防」）にも重点を置いた施策が必要となりま
した。このため、生活習慣病の予防等を図るた
めの目標等を示した「21世紀における国民健
康づくり運動（健康日本21）」を実施し、広く
関係団体等の協力を得ながら、一人一人が主体
的に健康づくりに取り組むための運動を総合的
に推進していくこととしています。

◆感染症対策
我が国の感染症対策は、「感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律」を中
心に実施しております。この法律に基づき、感
染症の発生状況を迅速かつ正確に把握し、国民
に情報提供するとともに、感染症の予防と患者
の人権の尊重という国民的要請を両立できるよ
う感染症の患者に対する医療体制や入院手続の
整備を図っています。このほかエイズ、インフ
ルエンザを始めとした各種感染症の予防のため
の指針を定めるなど、感染症対策に積極的に取

り組んでいます。

◆臓器移植の推進
脳死は人の死か、また、脳死した者の身体か
らの臓器移植は認められるかをめぐって活発な
議論がなされてきました。こうした議論を踏ま
え、脳死下での臓器提供に途を開く「臓器の移
植に関する法律」が成立し、平成9年10月か
ら施行されました。
この法律では、臓器提供者本人が生前に書面
による意思表示を行っていることが、脳死判定
と臓器提供の重要な要件とされています。この
ため、地方公共団体等の関係機関の協力の下、
こうした意思表示を容易かつ確実に行うことが
できる「臓器提供意思表示カード」の積極的な
配布を行う等普及啓発に取り組むことにより、
我が国に移植医療が定着するよう努力していま
す。
また、平成11年2月末に臓器移植法施行後

初めての脳死下での臓器提供が行われ、その後
数例の脳死下での臓器提供が行われましたが、
それらの一連の経過の中で様々な課題が明らか
になって来ました。このため、第三者的な立場
から脳死下での臓器提供事例について検証を行
う検証会議の開催、臓器提供手続を適正かつ円
滑に行うための説明会の開催・マニュアルの配
布等を行ってきたところですが、今後も、臓器
移植の一層の推進に向けた関連施策を行うこと
としています。

◆生活衛生関係営業の振興
生活衛生関係営業（※）は、日常生活に密着
したサービスを提供していますが、営業形態は
中小零細企業が多く、衛生水準の維持向上のた
めの支援が必要となります。生活衛生同業組合
の活動の推進、生活衛生営業指導センターの経
営指導体制の充実等を通じ、生活衛生関係営業
の振興に取り組んでいます。

◆国民を守る安心な水道づくり
水道水源を確保し、またO-157、クリプト
スポリジウムなど新たな水質問題に対応すると
ともに、オゾン、活性炭、膜処理などの高度浄
水施設の導入を促進するなど、安心な水道を確
保するための総合的な対策を進めています。

疾病の克服と健康の増進を目指す
保健所等を通じた地域保健の向上、エボラ出血熱、エイズ、結核などの感染症や糖尿
病、がんなどの生活習慣病の対策を講じるとともに、適正な臓器移植の推進を図り、国
民一人一人の健康の向上に取り組んでいます。また、理・美容店などの生活衛生関係営
業の振興策、シックハウス対策のほか、水道の整備等を担い、快適な生活環境の確保に
も取り組んでいます。

健康局
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▼「臓器提供意思表示カード」

▲「インフルエンザはかぜじゃない」

※「生活衛生関係営業」とは理容業、美容業、
クリーニング業、旅館業、浴場業、興行場
営業、飲食店営業、食肉販売業、喫茶店営
業、氷雪販売業をいい、全国で約255万施
設あります。



査を行っています。
さらに、優れた医薬品を国民に迅速に提供す
るため、「日・米・EU三極医薬品承認審査ハー
モナイゼーション国際会議（ICH）」等を通じ、
医薬品等についての規制の国際的な調和を図っ
ています。

◆医薬品等の安全性を追求する
医薬品等の安全性を確保するためには、副作
用等の情報を国内外から幅広く収集し、適切に
評価するとともに、迅速に対策を講じ、こうし
た情報を医療関係者等に幅広く提供する必要が
あります。このため、様々な安全対策のシステ
ムの構築を進めるとともに、平成11年５月に
は、インターネットを活用した「医薬品情報提
供システム」の運用を開始しました。
また、複数診療科受診による重複投薬や相互
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厚生労働省�

◆国立病院・療養所の役割
民間の医療機関などの整備が進む中で、国立
病院・療養所としては、地域医療は他の医療機
関に委ね、国の政策として担うべき医療（政策
医療）への対応に特化していく必要かあります。
具体的には、

①高度先駆的医療
・脳死体からの臓器移植
・がんに対する陽子線治療
②歴史的、社会的経緯等により地方・民間では
対応困難な医療
・ハンセン病（国立療養所でほぼすべてに対応）
・筋ジストロフィー（国立療養所で約８割対応）
・重症心身障害（国立療養所で約５割に対応）
③国家の危機管理、国際貢献
・東海村ウラン加工施設事故での医師、看護婦の派遣
・キルギス人質拉致事件での医師等の現地派遣
④国際的見地から重要な医療政策の実践
・コンピュータ西暦2000年問題対応モデルマ
ニュアルの策定
・診療報酬支払い方式のモデル的試行
等に取り組んでいます。

◆政策医療機能の強化
国立病院・療養所は、政策医療機能の強化を
図る必要があります。このため、限られた医療
資源を集中、集約すべく再編成（統廃合、経営
移譲）を進めるとともに、施設間の連携強化を
図るべくネットワークの構築を進めています。

◆国民の生命・健康を預かる
医薬品や医療用具の進歩は、国民の保健衛生
を格段に向上させてきましたが、近年では、先
端技術の急速な発展に伴い、さらに効き目のす
ぐれた多くの製品が開発される一方、使用方法
が難しいものや、時に重い副作用をもたらすも
のも増加しています。このような中、医薬品等
の安全性に対する関心はかつてない高まりをみ
せています。
医薬局では、こうした状況を受け、医薬品等
の安全性・有効性等を確保するため、治験から
承認審査、市販後に至るまでの総合的取組を進
め、国民の生命・健康を守っています。

◆有効な医薬品等を
迅速に提供する
医薬品の開発の最終段階である治験について
は、平成10年４月より、「医薬品の臨床試験の
実施の基準（新GCP）」を全面施行し、その科
学性・倫理性の確保を図っていますが、一方で、
国内の治験の停滞が指摘されていることから、
被験者の積極的な治験参加を求めていく体制や
治験実施医療機関の体制の整備を図り、治験が
円滑に実施されるよう取り組んでいます。
また、医薬品等の承認審査体制については、
平成９年７月に承認審査を専門に行う「医薬品
医療機器審査センター」を設置し、３年計画で
審査官等の倍増を図るなど、抜本的な体制の強
化を図り、欧米と比べても遜色のない迅速な審

◇再編成の推移◇（人員、設備等の集約）
政策医療の役割を担えない施設の統廃合、民間や地
方自治体等への経営移譲

・239施設（昭和61年当時）から153施設へ（平成
12年４月１日現在では、34施設の再編成を実施）

↓
・独立行政法人化する平成16年度までに概ね完了

◇政策医療ネットワーク◇（施設間の連携）
○各施設の政策医療機能を明確化
○政策医療分野毎に国立高度専門医療センター等を
中心として、診療、臨床研究、教育研修、情報発信
が一体となった政策医療ネットワークを構築
（具体例）
・医療情報の交換、研究データの共有化
・各分野毎の研修会、協議会
・多施設共同研究

政策医療ネットワークの構築
全国の218の国立病院・療養所（国立

病院、国立療養所及び国立高度専門医療セ
ンター）の運営を担当し、国民の医療の向
上に大きく貢献しています。

医薬品と医療の安全を求めて
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具の有効性・安全性の確保対策や医療施設

における安全対策のほか、血液事業、麻薬・覚せい剤対策など、国民の生命・健康
に直結する諸問題を担っています。

国立病院部 厚生労働省� 医薬局
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◆独立行政法人化
近年の行政改革の流れの中、国立病院・療養
所は、国立高度専門医療センターやハンセン病
療養所を除き、平成16年度に、独立行政法人
（公共的な事務・事業を行う独立の法人格を有
する法人）に移行することとなっています。
独立行政法人化後は、経営の効率化を図りつ
つ、主体的・機動的な事業運営を行うとともに、
国立として残る国立高度専門医療センターを中
心に、引き続き政策医療の役割を担っていく必
要があります。
現在、そのための検討・準備作業に取り組ん
でいます。

▲「心臓血管カテーテル検査室」

▲「薬と健康の週間」
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作用を排除するとともに、薬剤師による十分な
服薬指導を行うため、「医薬分業」を進めてい
ます。

◆医療の安全を求める
国民が安心して医療を受けることができるよ
う、ガイドラインの作成など各種の院内感染対
策を実施するほか、医療の安全を確保するため
の施策を進めています。

◆国民の献血による安全な
血液製剤を提供する
献血血液から作られる輸血用の血液製剤や各
種の血漿分画製剤は医療上欠かせない貴重な医
薬品です。このため、献血の推進、献血血液の
有効利用、医療現場における血液製剤の適正使
用、最新の科学技術の導入等のための各種施策
を進め、血液製剤の国内自給及び安全性確保に
取り組んでいます。

◆薬物乱用のない社会を目指す
近年、我が国では、覚せい剤を中心として薬
物乱用が大幅に増加し、特に青少年の間にも薬
物乱用が広まっており、深刻な情勢が続いてい
ます。
こうした状況に対応するため、平成10年５
月に策定した「薬物乱用防止５カ年戦略」に基
づき、乱用撲滅総合推進省庁として、取締りの
強化、啓発活動の充実、再乱用防止対策の推進、
国際協力の推進などの様々な取組を進めていま
す。
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▲献血の推進

厚生労働省� 食品保健部

食品の安全性を確保する
食中毒の防止に万全を期すとともに、
食品に関する各種基準の策定に取り組
むなど、私たちが毎日口にする食品の
安全性を確保するという重要な施策を
行っています。

◆食品の安全性への関心の高まり
近年、食品流通の国際化は著しく、また国民
の趣味嗜好も多様化しており、輸入食品、健康
食品など多種多様な食品が流通するようになり
ました。同時に、ダイオキシンや内分泌かく乱
化学物質、食物アレルギーなど新たな問題も発
生しています。このように食生活をめぐる環境
が大きく変化する中で、食品の安全性に対する
関心は高まるばかりです。こうしたことを踏ま
え、食品保健部では、食品の安全性を確保し、
国民の生命と健康を支えていくため、様々な施
策を展開しています。具体的には、食品製造業
者等が遵守すべき食品、添加物、残留農薬の規
格や基準を定めたり、全国の地方自治体や検疫
所を通じて、食品製造施設の衛生管理や流通食
品の安全性確保のための監視指導を行っていま
す。
また、食肉や食鳥肉については、全国の地方
自治体を通じて、獣畜や食鳥が衛生的に処理さ
れるように検査を実施しています。
さらに、食中毒のように飲食が原因となる事
故を未然に防ぐために、家庭での予防マニュア
ルを作成するなど、国民に対し様々な情報提供
を行っています。

◆遺伝子組換え食品
遺伝子組換え食品の安全性確保については、
内外の関心が高まっており、以下のような取組
を行っています。

①適切な安全性審査：遺伝子組換え食品の人への健康
影響については、安全性評価指針に基づき審査してい
ます。平成13年４月から、この審査を法的に義務づけ
ることとしており、これにより安全性確保が一層確実
なものとなると考えています。
②積極的な情報公開：厚生労働省ホームページを通
じ、遺伝子組換え食品に関する情報提供に務めていま
す。また安全性審査については、その審議内容や開発
企業の申請書類を一般に公開しています。
③国際会議の運営：遺伝子組換え食品の世界的な流通
の拡大に伴い、その安全性評価等に関する国際的な基
準づくりが求められています。我が国は、コーデック
ス委員会（FAO/WHO合同食品規格委員会）バイオテ
クノロジー応用食品特別部会の議長国に選任されたと
ころであり、食品保健部はその舵取り役として、国際
基準策定に積極的に取り組んでいます。

◆栄養補助食品
我が国では、国民の健康に対する関心、知識
の向上や食経験に基づく知見の積み重ねなどか
ら、これまで、医薬品として使用されてきた錠
剤、カプセル等の通常の形態以外のものも、食
品として扱われるようになってきています。
このような食品は、適切に摂取すれば保健の
維持増進に役立つ一方、商品によっては不適切
な表示や不適切な方法による摂取などにより、
健康を損なうことも考えられます。
こうしたなか、「いわゆる栄養補助食品の取
扱いに関する検討会」において検討が行われ、
平成12年３月に報告書がとりまとめられました。
本報告書では個別許可型と規格基準型の類型
を設け、栄養成分の規格、栄養機能等の表示の
基準、製造基準等を定めて、正しい情報提供と
安全性の確保等を図ることとされており、今後
は、これに基づき、具体的な制度整備を進める
こととしています。

▲コーデックス会議

みかんの検査▲
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厚生労働省�

◆労働条件の確保と向上のために
労働基準局においては、心身ともに健康でゆ
とりのある勤労者生活の実現を基本的な使命と
しており、労働者の最低労働条件を確保して一
定レベル以上のものを維持することはもとよ
り、社会経済情勢の変化に即応した課題に積極
的に取り組むこととしています。
そこで、まず、労働基準関係法令に規定され
た労働条件の明示、労働時間の管理等の法定労
働条件の確保を図るため、監督指導を行なって
います。
また、個別の労使間の解雇や配置転換等労働
条件に関する紛争事案の増加に対応し、これら
の紛争について、紛争当事者による自主的な紛
争解決を促進するため、労働者又は使用者から
の申請に基づき、都道府県労働局長が、事実関
係を調査・整理し、紛争の早期解決のための助
言指導を行う紛争解決援助制度の積極的な運用
を図っています。

◆未払賃金の立替払事業
賃金の支払の確保等に関する法律に基づい

て、企業倒産等により賃金の支払を受けられな
いまま退職した労働者に対し、国が事業主に代
わって未払賃金のうち一定の範囲のものを労働
者に立替払する未払賃金の立替払事業を行って
います。

意欲にあふれ、健康で安心して働ける環境づくり
労働基準局では、労働時間の短縮をはじめとした労働条件の確保・改善、労働者
の安全と健康の確保、的確な労災補償の実施などの諸対策を進めるとともに、勤労
者生活の充実のための総合的な対策を推進しています。

労働基準局
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▲労働環境をみつめる厳しい眼差し

労働基準監督署では主に次のよう
な仕事を行っています

１　事業場に対する監督指導

２　重大・悪質な法違反事案等についての

司法処分

３　事業主等から提出される許認可申請、

届出等の処理

４　申告・相談等に対する対応

５　生産設備の安全性の検査

６　災害調査・統計調査の実施

７　労災保険の給付

◆賃金対策
労働条件の主要な要素である賃金について

は、最低賃金法に基づき、賃金の最低限度が定
められており、使用者は労働者に対してこの金
額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金には、各都道府県ごとにすべての労
働者に適用される地域別最低賃金と特定の産業
の基幹的労働者に適用される産業別最低賃金が
あります。

労働基準行政の関係法律としては、労働基準
法のほか、労働安全衛生法、じん肺法、最低賃
金法、家内労働法、賃金の支払の確保等に関す
る法律、労働者災害補償保険法などが制定され
ており、国の一元的な労働基準行政機関として、
都道府県労働局（47局）及び労働基準監督署
（全国343署及び4支署）が設置・運営されて
います。

◆労働時間の短縮に向けて
労働時間の短縮は、豊かでゆとりある勤労者
生活を実現するために必要不可欠な国民的課題
となっています。
平成11年７月に閣議決定された「経済社会
のあるべき姿と経済新生の政策方針」において
は、政府の重要な政策方針として「所定外労働
の削減等による年間総実労働時間1,800時間
の達成・定着」があげられており、週40時間
労働制の遵守の徹底、年次有給休暇の取得促進
所定外労働の削減を３つの柱として労働時間短
縮対策を推進しています。

◆労働保険の適用促進及び
保険料の適正徴収
労災保険、失業保険の給付、各種の労働福祉
事業、雇用安定事業、職業能力開発事業等の財
源となる労働保険の保険料を公正かつ適正に徴
収するため、労働保険の年度更新時や毎年10
月の「労働保険適用促進月間」における労働保
険制度の周知徹底、労働保険未手続事業の解消
等を推進しています。

▲「労働保険適用促進月間」
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◆労災保険の目的
労災保険は、業務災害又は通勤災害による労
働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速
かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を
行い、併せて、被災労働者の社会復帰の促進、
被災労働者及びその遺族の援護、適正な労働条
件の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進
に寄与することを目的としています。

◆適用
国内で労働者を使用する事業は、原則として
労災保険が適用され（適用事業）、適用事業に
使用される労働者が被った労働災害に対して保
険給付などが行われます。
また、中小事業主、労働者を使用しない自営
業者、海外派遣者などには、特別加入制度が設
けられています。

◆保険給付の種類
保険給付は以下のとおりです。

①療養補償給付（療養給付）………療養の給付
（現物給付）あるいは療養の費用の支給
②休業補償給付（休業給付）………給付基礎日
額（原則として、平均賃金相当額。以下同じ。）
の60％

③傷病補償年金（傷病年金）………給付基礎日
額の313～245日分の年金

④障害補償給付（障害給付）………給付基礎日
額の313～131日分の年金あるいは503～
56日分の一時金

⑤遺族補償給付（遺族給付）………給付基礎日
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◆労働災害防止対策の推進
労働力人口の高齢化や技術革新の進展等労働
者の安全と健康をめぐる状況に変化が生じてい
ます。
労働災害による死傷者数は、全体としては、
減少傾向にありますが、今なお年間約57万人
の方々が就業中に被災しています。また、社会
的には「過労死」が大きな問題となっています。
このような中で、平成10年度に策定された
第９次の労働災害防止計画に基づき、労働安全
衛生法に基づく様々な対策を計画的に推進して
います。

◆健康確保対策の推進
すべての労働者が心身両面にわたり健康でそ
の能力を十分に発揮できることは非常に重要で
す。このため、じん肺症や有機溶剤等による中
毒等の職業性疾病の予防を法令により事業者に
義務づけるとともに、化学物質の有害性調査の
推進や積極的な健康づくりを計画的かつ継続的
に行うため「心とからだの健康づくり（トータ
ル・ヘルスプロモーション・プラン：THP）」
の推進を図っています。
また、小規模事業場での健康管理や産業保健
スタッフの支援のため地域産業保健センターや
産業保健推進センターの整備を進めています。
さらに、職場の快適化がそこで働く人々の健
康障害の防止のみならず事業の活性化につなが
ることから、快適な職場形成の指針を定める等
により快適職場づくりを推進しています。

健康で安心して働ける職場の実現
労働災害による死傷者数が年間約57万人を数える現状等を踏まえ、各種の労働災

害防止対策や労働者の健康確保対策を積極的に展開し、働く人々の安全と健康の確
保に取り組んでいます。

的確な労災補償の実施
労災補償部では、不幸にして労働災害にあわれた方やその遺族に対して、労災保
険による迅速かつ的確な保険給付に努めています。
また、被災労働者の早期社会復帰対策、重度被災労働者に対する介護施策等を総
合的に推進しています。

安全衛生部 厚生労働省� 労災補償部
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労働災害発生状況の推移

資料出所：労働省労働基準局調べ

▲THPによる運動場面 労災特別介護施設における介護▲

額の245～153日分の年金あるいは1,000
日分の一時金

⑥葬祭料（葬祭給付）……315,000円＋給付
基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日　
分のいずれか多い方

⑦介護補償給付（介護給付）………介護費用と
して支出した実費（上限額あり）又は一律定
額の支給
（ ）内は通勤災害の場合の保険給付です。

◆労働福祉事業
労働福祉事業として次のような事業を行って
います。
①社会復帰促進事業………労災病院等（39カ
所）の設置・運営等

②被災労働者等援護事業………特別支給金、労
災就学等援護費の支給等

③安全衛生確保事業………労働災害防止対策の
実施、産業医学の振興等

④労働条件確保事業………未払賃金の立替払事
業等

死傷者数（死亡及び休業4日以上）

死亡者数



◆魅力ある雇用の創出
厳しい雇用失業情勢に対応するためには、雇
用の維持や再就職の促進等の支援を行うことと
併せて魅力ある雇用機会の創出を図っていくこ
とが重要です。
このため、職業安定局としては、今後の発展
が見込まれ雇用機会の創出の担い手として期待
される新規・成長分野を対象とした「新規・成
長分野雇用創出トータルプロジェクト」を実施
し、ベンチャー企業を含めた新規・成長分野の
企業の創業支援・事業展開支援を行いながら、
それら分野への人材の円滑な移動を図り、雇用
機会の創出を図っています。
また、創業や異業種への進出を行う中小企業
が労働者を雇い入れた場合に助成金を支給する
など様々な支援を行うことにより、中小企業に
おける良好な雇用機会の創出を図っています。

◆労働力需給のミスマッチの解消
①公共職業安定所等による円滑な労働移動に対
する支援
公共職業安定所の各種サービスや情報を効果
的に提供するため、情報通信技術の積極的な活
用に努めています。具体的には、首都圏、近畿
圏、その他政令指定都市の公共職業安定所が受
理した求人情報や各種の雇用関連情報（助成金
案内、労働市場情報等）、公共職業安定所のサー
ビスの概要などをインターネットにより試行的

に提供しています。
また、厳しい雇用失業情勢の中、求人の確保
を図るため、求人開拓推進員の配置や経済団体
との連携による求人開拓を積極的に推進すると
ともに、確保した求人情報を提供する拠点とし
て、「ハローワーク情報プラザ」を各都道府県
に設置し、求職者が迅速に情報にアクセスでき
るような環境整備を推進しています。
②民間労働力需給システムの整備
職業紹介事業や労働者派遣事業を含む民営の
雇用関連サービスを対象とするILO第181号条
約の採択や社会経済情勢の変化等を踏まえ、我
が国経済構造改革に適切に対処し、労働力需給
調整機能を強化する観点から、労働者の保護に
も配慮しつつ、労働者派遣法、職業安定法が改
正され、両法は平成11年12月から施行されま
した。
技術革新の進展や多様な働き方を希望する労
働者の増加など、労働力需給双方の変化の中で、
労働者派遣事業や有料職業紹介事業などの民間
の労働力需給調整機能を有効、適切に活用でき
るようにするとともに、事業が適正に運営され
るようにするため、制度の周知徹底と指導監督
に努めています。

◆新規学卒者の就職支援等の
若年者雇用対策
新規学卒者の就職は、学校生活から職業生活
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◆勤労者生活の充実
我が国経済が成熟化する一方で、勤労者生活
は労働時間や居住環境等の面で必ずしもゆとり
と豊かさを実感できるものとなっていません。
また、引退後の生活への不安が払拭できていな
い状況にあります。こうした中で、職場、家庭、
地域における生活が生涯を通じてそれぞれ充実
し、かつ相互にバランスを保った、ゆとり、安
心、活力ある勤労者生活が実現できるよう、条
件整備を図る必要があります。
このため、勤労者財産形成促進制度（財形制
度）により勤労者の計画的な資産形成を促進し
ています。また、リフレッシュ休暇制度の普及
を促したり、勤労者がボランティア活動等の社
会活動に参加しやすくなるような環境整備を推
進するなど、勤労者が自由時間を充実して過ご
せるような対策を講じています。さらに、通勤
混雑の緩和や通勤時間の短縮に資するととも
に、就業形態の多様化に対応することができる
働き方としてテレワークの普及事業を推進して
います。

◆中小企業で働く人たちに
関する施策
中小企業は我が国の経済社会において重要な
地位を占めているところです。しかしながら、
中小企業で働く人たちの労働福祉の状況は、大
企業で働く人たちに比べると、なおも十分なも

のとはいえない状況にあります。
我が国の経済社会の活力を維持し良好な発展
を図るためには、中小企業で働く人たちが安心
して働くことができ、ゆとりと豊かさを実感で
きるようになることが重要だと厚生労働省は考
えています。
そのため、厚生労働省としては、労働福祉に
おける企業規模間格差の是正という観点から、
退職金や福利厚生といった分野において中小企
業を支援することにより、中小企業で働く人た
ちの生活がより豊かなものとなるように、中小
企業退職金共済制度の普及や、中小企業勤労者
福祉サービスセンター事業の推進など様々な施
策を行っています。

勤労者がゆとりと豊かさを真に実感できる
社会を目指して
ゆとり、安心、活力ある勤労者生活が実現できるよう、勤
労者財産形成促進制度の普及や自由時間充実対策、テレワー
ク普及事業などを行っております。
さらに、中小企業で働く人たちが安心して働けるよう、中
小企業退職金共済制度の普及や、中小企業勤労者福祉サービ
スセンター事業の推進など様々な施策を行っています。

雇用の創出・安定を図り、雇用不安を払拭するための雇用対策の推進
職業安定局では、現下の厳しい雇用情勢の中で、雇用の安定、再就職の促進に全力で
取り組んでいるほか、経済・産業構造の転換に的確に対応して、新規・成長分野を中心
とした雇用機会の創出、雇用のミスマッチの解消などを重点とした雇用対策を積極的に
推進することにより、国民の雇用不安を払拭し、再び希望と活力にあふれた経済社会を
つくりだすことを目指しています。

勤労者生活部 厚生労働省� 職業安定局
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■労働費用の企業規模間格差�
（企業規模1,０００～４,９９９人=１００）�

現金給与� 法定福利費� 法定外福利費�
退職金等の費用� 教育訓練費�

１００～２９９人� ３０～９９人�
０�

１００�

９０�

８０�

７０�

６０�

５０�

４０�

３０�

２０�

１０�

資料出所：労働省「賃金労働時間制度等総合調査」（平成10年）

▲「さわやかに地域へ、社会へ」



に入る人生の大きな転機であり、その適切な移行が望まれます。
しかし、最近の新規学卒者の就職環境は厳しい状況にあり、未
就職卒業者も増加する傾向にあります。また、職業に対する理
解不足などから、就職後早期に離職する者も多い状況です。
このため、職業安定局では、求人情報の提供、職業相談、紹
介等新規学卒者等の就職のための支援を行っています。また、
職業意識の啓発を図り、適切な職業選択が円滑になされるよう、
セミナーや職場見学などを行うほか、在学中に就業体験を行う
インターンシップの導入促進にも努めています。

◆雇用セーフティ・
ネットの確立
雇用に係わるセーフティ・
ネットの中核として、「雇
用保険制度」が設けられ
ています。同制度により、
求職者給付（基本手当）、
育児・介護休業給付、教
育訓練給付など必要な
「失業等給付」を行うほか、
「三事業（雇用安定事業、
能力開発事業及び雇用福
祉事業）」として、各種の
雇用対策等を展開してい
ます。
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［完全失業率、有効求人倍率、有効求人、有効求職の推移］
最近の雇用失業情勢は、4月の有効求人倍率が前月より0.03ポイント上昇し0.56倍と10年4月の水準まで回復した一方、
完全失業率は4.8％と前月より0.1％ポイント低下したものの、依然として高水準で推移している。
したがって、雇用情勢は、依然として厳しい状況にあるものの、企業からの求人は着実に増加しているなど一部に改善の動
きが現れている。

（資料出所）労働省「職業安定業務統計」、総務庁統計局「労働力調査」
（注）1.季節調整値。2.12年4月の完全失業者数（実数）は346万人

ハローワークの職業相談窓口の様子▲

厚生労働省� 高齢・障害者雇用対策部

誰もが安心して働くことができる社会づくりのための施策の充実・強化
アクティブ・エージングの観点に立ち、高齢者雇用対策を総合的に推進するとともに、
障害者の雇用の促進・安定のための施策を展開しています。

◆65歳まで現役として働くことが
できる社会の実現
現在、我が国では急速な高齢化が進展してお
り、2010年には労働力人口の約5人に1人が
60歳以上の高齢者になると見込まれています。
こうした中、経済社会の活力を維持するために
は、「アクティブ・エージング（活力ある高齢化）」
の観点に立ち、将来的には高齢者の方々がその
意欲と能力に応じて年齢にかかわりなく働き続け
ることができる社会を実現することが重要です。
このため、定年の引上げや継続雇用制度の導
入等による65歳までの安定した雇用の確保、
中高年齢者の再就職の援助促進、シルバー人材
センターなどを活用した多様な形態による雇
用・就業の確保等に努めています。

◆障害者の社会参加の促進
障害者の雇用を通じた社会参加を図るため、
事業主を対象とした雇用率制度の運用をはじ
め、障害者の雇用の促進及び職業の安定に向け
た諸対策の一層の充実強化に努めています。
（障害者雇用を促進するため、毎年９月を障害
者雇用促進月間としています。）

「高齢者雇用促進月間」▲

「障害者雇用促進月間」▲



◆ホワイトカラーの
職業能力開発の推進
ホワイトカラーには、職務内容の変化への対
応が可能となるよう、高度な専門能力が求めら
れるようになっています。
こうした、ホワイトカラーの職業能力開発に
関する拠点として開設した「生涯職業能力開発
促進センター（アビリティガーデン）」におい
て実践的な研究開発、先導的モデル的な教育訓
練、情報提供・相談援助などを展開しています。
また、ホワイトカラーの職務遂行に必要な専
門的知識・能力の段階的・体系的な習得を支援
する「職業能力習得制度（ビジネス・キャリア
制度）」を実施しています。

◆産業基盤を支える
技能人材の育成
今後我が国の経済が発展していくためには、
産業の基盤である「ものづくり」を担う人材の
育成が急務となっています。このため、優れた
熟練技能の活用や継承に対する支援を行うた
め、「高度熟練技能活用促進事業」を推進して
いるほか、技能者の社会的・経済的地位の向上
を図るため、職業能力検定の推進や技能五輪全
国大会をはじめとする各種技能競技大会の開催
など、技能尊重機運の醸成に向けた様々な取組
を行っています。
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◆高付加価値化を担う
人材育成の推進
現在、我が国経済社会は産業構造の急速な変
化に直面しており、産業の高付加価値化や新分
野への事業展開を担える人材を育成していくこ
とが急務となっています。
こうしたことから、現在、職業能力開発短期
大学校において行っている職業訓練に加えて、
より高度な職業訓練を実施する「職業能力開発
大学校」を平成11年度から平成13年度にかけ
て全国のブロックごとに設置することとしてお
ります。

◆労働者の自発的な
職業能力開発に対する支援
近年、労働者や企業の意識変化に伴い、労働
者が主体的に能力を高めようとする自発的な職
業能力開発の重要性が増してきています。
そのために、時間面、費用面、情報面を中心
に、事業主を通じて、又は、労働者に対して直
接、様々な支援を行っています。
平成10年12月には労働者が自発的に教育訓
練を受けた場合に負担した費用を直接助成する
「教育訓練給付制度」を創設しました。

次代を担う人材の育成に向けて
情報化や技術革新の進展や国際競争の激化等による産業構造の急激な変化の中で、
我が国が活力ある豊かな社会を築いていくためには、次の時代を担う高度で創造的
な人材の育成が不可欠となっています。

職業能力開発局
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▲九州職業能力開発大学校校舎

▲アビリティガーデン

▲第35回技能五輪国際大会（於カナダ）



◆パートタイム労働者の
雇用管理の改善
パートタイム労働を魅力ある就業形態として
いくため、パートタイム労働法及び同法に基づ
く指針の周知徹底等により、パートタイム労働
者の福祉の増進を図るための総合的な対策を推
進しています。

◆在宅ワーク対策の推進
在宅ワーク（※）の適正な実施を確保するた

めのガイドラインを策定し、周知・啓発を図る
とともに、在宅ワーカー等に対する情報提供、
相談体制の整備等による支援を推進しています。

※「在宅ワーク」とは、情報通信機器を活用して
在宅形態で自営的に行われる働き方を言います。

◆家内労働対策の推進
家内労働者の労働条件の改善を図るため、家
内労働法に基づき、家内労働手帳の普及、工賃
支払の確保、最低工賃の決定及び周知、安全衛
生の確保等を推進しています。

◆少子化の進行と対応
少子化とは出生率の低下により、子どもの数
が減少することをいいます。女性が一生の間に
産む子どもの数を示す合計特殊出生率は、平成
10年において1.38と史上最低を更新しました。
少子化の主な要因は、仕事と子育ての両立や
子育ての負担感の増大を背景とする未婚率の上
昇です。少子化の進行による問題としては、労
働力減少や高齢者比率の上昇を通じて経済・社
会に深刻な影響を及ぼすことがあげられます。
少子化の問題を考えるに当たっては、仕事と
子育ての両立や子育ての負担感を緩和・除去
し、安心して子育てができるような様々な環境
を整え、家庭や子育てに夢や希望を持つことが
できる社会を築くという観点が重要です。

◆少子化問題への取組み
このような観点から、厚生労働省は、少子化
対策を総合的に推進しています。
平成11年末には「重点的に推進すべき少子
化対策の具体的実施計画について（新エンゼル
プラン）」を関係省庁とともに策定し、保育サ
ービスの充実や母子保健医療体制の整備につい
て平成16年度までの目標を設定し、計画的に
推進していくこととしています。
また、「少子化対策臨時特例交付金」の交付

（平成11年度総額2,000億円）などを通じて、
地方公共団体が地域の実情に応じて行う少子化
対策を支援するとともに、「少子化への対応を
推進する国民会議」の開催などを通じ、国民的
な理解と広がりのある少子化対策を推進してい
ます。
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◆雇用の分野における
男女の均等な機会と待遇の確保
女性が性別により差別されることなく、その
能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するこ
とは、働く女性のためだけでなく、経済社会の
活力を維持していく上でも重要な課題です。
このため、男女雇用機会均等法に基づき、募
集や配置・昇進、解雇等において男女均等な取
扱いが行われるよう企業の雇用管理を指導する
とともに、機会均等調停委員会の調停等により
女性労働者と事業主との間の紛争の迅速・円滑

な解決を図っています。
また、男女労働者の間に事実上生じている

「管理職はほとんどが男性」といった格差を解
消するための企業の積極的取組「ポジティブ・
アクション」を促すため、企業の人事労務担当
者に対する情報提供や、セミナーの実施等を行
っています。
さらに、「女性と仕事の未来館」（東京・港区）
において、女性の能力発揮のためのセミナーや
相談、女性起業家支援、働く女性に関する情報
の提供等各種事業を行っています。

◆仕事と育児や家族の介護との
両立を図るために
少子・高齢化が進む中で、労働者が生涯を通
じて充実した職業生活を営むためには、仕事と
育児や家族の介護とを両立させつつ、その能力
や経験を生かすことのできる環境を整備するこ
とが極めて重要となっています。
このため、育児・介護休業法に基づき、（1）
育児休業・介護休業を取得しやすく職場復帰し
やすい環境の整備、（2）育児や家族の介護を
行う労働者が働き続けやすい環境の整備、（3）
育児、介護等のために退職した方に対する再就
職支援などの施策を推進しています。

雇用均等・子育て支援対策の総合的展開
雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策、職業生活と家庭生活との両
立支援対策、パートタイム労働対策、家内労働対策、在宅ワーク対策など、雇用の場を
はじめ家庭、地域に男女が共同して参画できる社会の実現のための施策を総合的に展開
するとともに、急速に進行する少子化などに対応し、保育サービスなどの子育て支援対
策、児童虐待防止対策、母子家庭及び寡婦の自立支援対策、児童の健全育成対策、児童
手当、母子保健医療対策など、子どもと家庭に関する福祉、保健医療、手当の諸施策を
総合的に推進しています。

雇用均等・児童家庭局
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▲「仕事と家庭を考える月間」

▲「男女雇用機会均等月間」



◆社会福祉の基礎構造改革の推進
現行の我が国の社会福祉制度の基本的な枠組
みは、昭和20年代に、戦傷病者、孤児、貧困
等の当時の社会問題への応急的な対応策とし
て、形作られたものです。その後、約50年を
経て、少子高齢社会の到来、社会福祉施設の整
備の充実など我が国の社会福祉を取り巻く環境
も大きく変わり、国民の福祉に対する意識も、
かつてのような行政の後見的役割に期待するも
のから、利用者の自立支援と国民の広い参加を
求めるものへと変わってきました。このような
時代の要請に応えるために、福祉の個別の分野
においては、介護保険制度の創設など、福祉サ

ービスの利用者の選択を尊重する施策の充実が
図られてきました。ところが、社会福祉の分野
に横断的な、社会福祉法人制度、福祉に関する
事務所など、我が国の社会福祉制度の共通基盤
の部分については、いまだ、その基本的枠組み
を変えてきませんでした。そこで、社会・援護
局では、「これからの社会福祉は、個人が人と
しての尊厳をもって、家庭や地域の中で、障害
の有無や年齢に関わず、その人らしい安心のあ
る生活を送ることができるよう自立を支援する
ことにある。」との理念のもと、抜本的な改革
を早急に行う必要があると考えました。
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さらに、少子化の問題は社会全体で取り組むべ
き問題であることから、ポスター、テレビ、新
聞などの媒体を通じて、子育てに対する父親・
母親の共同責任や子育ての大切さ・楽しさなど

についての広報啓発を行っております。

◆子どもと家庭に関する
施策の推進
少子化対策をはじめ、雇用均等・児童家庭局
は子どもと家庭に関する様々な施策を推進して
います。
まず保育対策については、保育所への入所を
希望しながら入所することのできない待機児童
の解消に向けて、０～２歳の低年齢児の保育所
への受入れ、在宅保育、休日保育及び一時保育
等を推進するとともに、保育所に係る様々な規
制の緩和にも取り組んでいます。

また、子育て家庭の経済的負担を軽減するた
め、児童手当の支給対象年齢の拡大などの施策
にも取り組んでいます。
さらに、母子保健の分野においては妊産婦死
亡率の減少など従来からの課題に加え、近年で
は母乳中のダイオキシン類の問題をはじめ、乳
幼児突然死症候群（SIDS)の予防、人工授精、
体外受精といった生殖補助医療に係る生命倫理
の問題などの新たな課題にも取り組んでいま
す。

◆児童虐待への対応
雇用均等・児童家庭局は、近年社会問題化し
ている児童虐待についても、その取組みを進め
ています。児童虐待を防止するため、雇用均
等・児童家庭局では、児童相談所の機能の強化、
関係省庁との連携の強化及び児童虐待に関する
啓発運動の推進など、児童虐待の早期発見・早
期対応のための様々な取組みを進めています。
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利用者本位の社会福祉制度を目指して
社会福祉法人制度、福祉に関する事務所、共同募金会、社会福祉事業に従事する人材
の確保やボランティア活動の基盤整備など社会福祉の各分野に共通する基盤制度の企画
や運営を行うとともに、生活保護制度の企画や運営、ホームレス対策、消費生活協同組
合に対する指導など幅く広く社会福祉の推進のための施策を行っています。また、先の
大戦の戦没者の慰霊、その遺族や戦傷病者に対する医療や年金の支給などを行うととも
に、中国残留邦人の帰国や定着自立の援護なども行っています。

▲

福祉人材の確保

▲「育児をしない男を、父とは呼ばない。」

▲「子どもの声に耳をすませて」



障害者の自立と社会参加を目指して
障害のある人もない人も、互いに支え合い、
地域で生き生きと明るく豊かに暮らしてい
ける社会を目指す「ノーマライゼーション」
の理念に基づき、障害者の自立と社会参加
の促進を図っています。

み（措置制度）を改め、利用者自らがサービス
を選択し、事業者と直接に契約する新しい利用
制度への移行を進めています。

◆精神障害者の人権に配慮した
精神医療の確保、自立と
社会復帰の促進
我が国の障害者約575万人のうち、精神障害
者の総数は約217万人と推計されています。
精神障害者に対する医療・保健・福祉施策は、
ノーマライゼーションの理念の下、「精神障害者
の人権に配慮した精神医療の確保」と「精神障害
者の方々の社会復帰の促進、自立と社会経済活動
への参加の促進」という２つのテーマを中心に、
入院患者の処遇の改善、地域で生活する精神障害
者の支援などに積極的に取り組んでいます。

◆社会参加の推進
障害者の社会参加を推進するため、様々な支援
を行っております。例えば、情報伝達（コミュニ
ュケーション）手段の確保のため、障害者への情
報提供の充実、手話・点訳に従事する奉仕員の養
成・派遣などを行っています。また、在宅の障害
者やその家族に対して、福祉サービスを利用する
ための援助や社会生活力を高めるための支援を行
うなど、幅広い施策を推進しています。
平成10年３月に開催された「長野パラリン
ピック冬季競技大会」において、障害者が活躍
する姿は、多くの国民に希望と感動を与えまし
た。厚生労働省としては、引き続き、シドニー
パラリンピックへの参加の支援など、障害者ス
ポーツの推進に努めていくこととしています。
また、全国身体障害者スポーツ大会、ゆうあい
ピック（全国知的障害者スポーツ大会）への開
催にも取り組んでいます。

◆ノーマライゼーション推進の
ために
ノーマライゼーション推進のために、ノーマ
ライゼーション7か年戦略「障害者プラン」に
沿ってサービス提供体制の充実に取り組んでい
ます。また、21世紀という新しい時代を迎え
るに当たって、障害者の主体性が尊重されるよ
う、利用者自らが福祉サービスを選択できる新
しいサービス利用の仕組みへの移行に向けた取
組を行っています。

◆障害者プランの推進
平成7年12月、障害者施策推進本部におい

て、障害のある人が地域社会の中で共に暮らせ
る社会を創ることを目指した「障害者プラン」
が決定されました。
このプランにおいては、バリアフリー化や福
祉サービスなどの施策を省庁横断的に盛り込む
とともに、平成14年度末に向けた数値目標を
明記したところです。
政府一体となって、障害者が生涯を通じて安
心して暮らすことのできる活力ある社会の創造
に取り組んでいます。

◆新しい障害者福祉サービスの
利用の仕組み
ノーマライゼーションの理念の下、障害者の
自己決定を尊重し、サービス事業者との対等な
関係を確立するため、行政が福祉施設やホーム
ヘルパーなどのサービスを決定する従来の仕組
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◆改革の目的
○利用者本位の社会福祉の実現
○時代の要請に的確に応える福祉サービスの
充実
○総合的な地域福祉の展開

◆改革に向けた取組
このため、社会・援護局では、平成９年夏以
来、社会福祉の基礎構造の改革に精力的に取り
組み、このための法案を、平成12年３月国会
に提出し、同法案は同年5月に可決・成立しま
した。現在「社会福祉法」などの新法の円滑な
施行に向けて、鋭意取り組んでいるところです。

◆遺骨収集など戦没者の慰霊
先の大戦による310万人の戦没者を慰霊す

るため、毎年８月15日に天皇皇后両陛下をお
迎えして全国戦没者追悼式を開催しています。
海外には未だ戦没者の遺骨が残されており、
これまで海外戦没者（240万人）のうち、約
半数（123万人）の遺骨を収集しました。現
在では、旧ソ連地域の抑留中死亡者の遺骨収集
を中心に行っています。沖縄、硫黄島や海外の
戦域では、慰霊巡拝や戦没者慰霊碑の建立等を
行っています。

◆中国残留邦人の帰国と
定着自立の促進
終戦時の混乱により孤児となって中国に残っ
た日本人の調査を行い、帰国の促進と日本での
定着自立のための援護を行っています。

◆昭和館の運営
平成11年３月には、戦中戦後の国民生活の
労苦をテーマにした昭和館（千代田区九段南）
を開設し、たくさんの方々にご来館いただいて
います。

機能回復訓練（国立身体障害者リハビリテ
ーションセンターにて）

スポーツを通じた社会参加

▲慰霊巡拝の実施

▲昭和館



◆国際的リーダーシップを
発揮するための第一歩
21世紀には、日本だけでなく世界各国が

「高齢者の世紀」を迎えます。介護保険をはじ
め、日本の取組に対し各国から熱い視線が寄せ
られています。国際化時代の下、真の国際貢献
を目指します。

◆ゴールドプラン21の推進
平成12年には、我が国の高齢化率が世界最
高の水準に達することが予想されるとともに、
介護保険法が施行され、全国の地方公共団体に
おいて、老人保健福祉計画と介護保険事業計画
が一体的に作成されています。高齢者保健福祉
施策は、まさに新たな段階を迎えようとしてい
るのです。こうした状況に対応するため、活力
ある高齢者像の構築などを柱としたゴールドプ
ラン21を策定し、推進しています。

◆明るい長寿社会の建設
高齢者と言えば、社会的弱者と見られがちで
すが、実は８～９割の高齢者は、通常は介護や
援護を必要とせずに暮らしています。このよう
な高齢者が、その意欲と能力に応じて社会との
関わりを持ち続けていくことは大変重要なこと
です。
このため、全国健康福祉祭（ねんりんピック）

を主催しているほか、老人クラブの活動など、
高齢者の生きがいづくり・健康づくりの活動を
支援しています。

33

厚生労働省�

◆将来の社会づくりを担う
国民の３人に１人が65歳以上の高齢者にな
ると予想されている21世紀の半ばには、「高齢
者」も社会を支える存在として活躍しているは
ずです。そのような人生の年輪が堂々と刻まれ、
豊かな森を形造るような社会づくりを目指し、
日々努力しています。

◆新たな道づくり
現在の国民の最大の不安の１つが介護問題で
す。何年もの苦闘の末、世紀の大事業である
「介護保険」が新たなミレニアムの年に始まり
ました。この介護保険の前に道はありません。
介護保険の後に道ができるのです。介護保険に
より、５年後には、100万人の雇用が生まれ、
社会の情報化が進展します。 「介護保険」
をキーワードに改革を押し進めていきます。

超高齢化社会への扉がここに
我が国では、21世紀の半ばには国民の３人に１人が65歳以上の高齢者になると
予想されています。この世界にも例を見ない超高齢化社会を、全ての国民が健やか
で心豊かに安心して暮らせる社会とすることを目指しています。

老健局
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介護保険制度の運営�

介護サービスの供給体制の確保�

介護保険制度を支える施策の推進�

老人保健事業・壮年期からの健康づくり�

老人の生きがいづくり・ねんりんピック�

いざという時のために�

いつまでも健やかに�

老
健
局
の
行
政
の
柱�

ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
21
の
推
進�

▲老後の生きがいづくり

スポーツに汗する高齢者

▲
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◆医療保険の役割
皆さんがけがや病気で病院や診療所にいった
とき、わずかな負担で必要な医療が受けられま
す。それは医療保険制度があるからです。日本
では、すべての国民がいずれかの医療保険制度
に加入することにより、いつでも安心して適切
な医療を受けることができる皆保険制度がとら
れており、このことが国民の健康保持と国民生
活の安定に大きな役割を果たしています。

◆これからの医療を考える
現在、医療保険制度は大きな転機を迎えてい
ます。国民皆保険達成以来40年を経て、本格
的な少子高齢社会に突入しつつある中で、医療
費の伸びと経済成長との間の不均衡が拡大して
きています。また、社会の変化や国民意識の変
化に伴い、医療に対して求められるものも多様
化してきています。
このような中で、増大する医療費の伸びをで
きる限り抑えつつ、国民誰もが安心して良質な
医療サービスを受けることができるようにする
ために、医療保険制度の抜本改革を行うことが
急務となっています。
例えば、
健康保険から支払われる薬剤の価格と実際に
医療機関が薬剤を購入する価格との差額（薬価
差）をできる限り解消し、薬剤の適正な使用を
進める。

診療行為ごとに報酬を支払う出来高払いか
ら、個々の診療行為にかかわらず定額の報酬を
支払う定額払いとの適切な組み合わせを進め、
また、大病院と診療所との適切な役割分担と提
携を図る。

高齢者にとって必要な医療を効率的に提供し
つつ、増大する老人医療費を現役世代や高齢者
世代が公平に納得して負担できる仕組みを再構
築する。
などの課題に取り組んでいるところです。

国民が安心して医療を受けられるように
健康保険、国民健康保険、船員保険や老人医療といった医療保険制度に関する企

画立案を行い、今後の本格的な少子高齢社会においても、全ての国民が安心して医
療を受けられるよう、医療保険制度の長期安定に努めています。

保険局
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医療費について
国民医療費は毎年増加を続け、平成11年度には初めて30兆円を越え、国民所得に対する割合も
８％に達しました。なかでも老人医療費は、急速な高齢化の進行に伴い毎年約９％前後の伸びを示し
ており、近年の医療費増加の主要な要因となっています。１人当たりの診療費を見ても、老人は若人
の５倍となっています。今後とも生涯を通じた健康増進や健康管理を進めるとともに、高齢者にとっ
てふさわしい医療を効率的に提供していく取組が必要です。

■国民医療費の推移�
国民医療費（兆円）�
老人医療費（兆円）�
国民医療費の国民所得に対する割合（％）�
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実績見込� 実績見込� 予算案�

（注1） 老人医療費の下の％は老人医療費の国民医療費に対する割合である。�
（注２） 平成１２年度は介護保険への移行による医療費の減（約2兆円）を見込んでいる。�

うち入院� うち外来�1人当たり診療費�

■1人当たり診療費の若人との比較�

若人�

老人� 老人�
老人�

若人� 若人�
５.０倍�

７.４倍�

４.４倍�

３３.5万円�７.６万円�５.１万円� ３７.７万円�７３.７万円�14.6万円�

▼国民医療費の推移

▼１人当たり診療費の老人と若人との比較

◆医療保険の種類
我が国の医療保険制度は、いくつかの制度か
ら成り立っています。大別すると、自営業者や
農業従事者、無職の方などが加入する国民健康
保険（加入者4,545万人）と、被用者保険の2
つに分類されます。被用者保険には、主に大企
業の被用者が加入する健康保険組合（3,258
万人）や、主に中小企業の被用者が加入する政
府管掌健康保険（3,758万人）があります。
さらに、船員、国家公務員、地方公務員、私
立学校教職員などをそれぞれ対象とした制度が
あります。このような様々な制度によって、国
民皆保険は成り立っています。
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◆年金制度の体系
我が国の年金制度は、昭和36年に国民皆年
金が達成されて以来、制度の充実が図られてき
ました。今日では、公的年金は高齢者世帯の所
得のうち6割以上を占めるなど、高齢期の所得
保障の主要な柱として大きな役割を果たしてい
ます。
現在の年金制度には、国民全体をカバーする
１階部分の国民年金、２階部分で民間サラリー
マンを対象とする厚生年金保険、公務員等を対
象とする共済年金から成る公的年金と、それを
補完する企業年金等があります。

◆公的年金制度の改革
年金制度は、非常に長期に渡る仕組みである
ため、現在だけでなく将来も見据えた制度とし
ていくことが必要です。
このため、公的年金については５年に1度財
政再計算を行うことが義務づけられており、平
成11年はその年に当たりました。
今回の改正は、近年の少子高齢化の進展や、
経済基調の変化を踏まえ、負担と給付のバラン
スを見直し、長期的に安定した制度を構築する
という観点に立って行いました。また、年金積
立金の自主運用も始めることとしました。また、
改正に当たっては、幅広く国民の意見を聞くと
ともに情報公開に努めました。

◆確定拠出年金創設への取組み
企業年金等は、公的年金の上乗せ部分の給付
を行い、公的年金を補完するものです。国民の
老後生活が多様になる中、その役割はますます
重要になってきています。このため、現在の国
民年金基金、厚生年金基金等に加え、新たな選
択肢として確定拠出年金制度の創設に向けて取
り組んでいます。

◆今後の取組
今後も、基礎年金の国庫負担割合の２分の１
への引上げの実現や、保険料の引上げ凍結の解
除、さらには、女性の年金の在り方や基礎年金
の在り方等、様々な課題を幅広く検討し、より
良い年金制度の構築に向けての取組を進めてい
きます。

人生80年時代の屋台骨
厚生年金、国民年金等の公的年金制度、企業年金等に関する企画立案を行うほか、

年金積立金の管理運用等を行っています。

年金局
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国民年金（基礎年金）�

国民年金基金�

厚生年金�
基金�

（　    ）�加入者数�
７３万人�

（　    ）�

（　）�（　　　）�

加入者数�
１,２００万人�（　    ）�加入者数�

１,０３０万人�

適格退職年金�

代行部分�

(自営業者等)

(第１号被保険者) (第２号被保険者)(第３号被保険者)

(民間サラリーマン)

厚　　生　　 年　　 金　　保　　 険�
(加入者数３,２９６万人、  旧三共済含む)

第２号�
被保険者の�
被扶養配偶者�

２,０４３万人� １,１８２万人� ３,８２６万人�

７,050万人�

公務�
員等�

■年金制度の体系（平成１１年３月現在）�

共済�
年金�
加入�
員数�
５３０�
万人�〔      〕�

財政再計算
年金制度を安定的に運営していくためには、長期的見通しの上に立った財政計画が必要です。
具体的には、人口学的要素、雇用構造、賃金の上昇率や消費者物価指数等の経済的要素などを基
礎に長期にわたる給付費等の見通しを作成し、それを賄うのに必要な保険料の拠出計画及び財政の
収支見通しを作成します。これを財政再計算といいます。

年金制度の体系（平成11年３月現在）



ます。また、現在の合計特殊出生率（１人の女
性が一生の間に産む子どもの数の平均）は
1.38と、人口を維持するのに必要な水準2.08
を大きく下回っており、2007年以降は人口は
減少していくことが見込まれています。
このような中で、社会保障制度については、
国民の新たなニーズにも的確に対応しながら、
経済との調和がとれ、将来世代の負担を過重な
ものとならないようにしていくことが必要であ
り、年金、医療、介護などの改革に取り組んで
います。
少子高齢社会への総合的な対応については、
社会保障政策や労働政策に限らず、教育、住宅
など幅広い分野における対応が必要ですが、厚
生労働省は、この中で中心的な役割を担ってい
ます。

◆政策の評価
我が国の行政は、①国民に対する行政の説明
責任（アカウンタビリティ）の徹底、②国民本
位で効率的な質の高い行政の実現、③国民的視
点に立った成果重視の行政への転換などを目指
し、政策評価機能の強化をしていくことが求め
られています。
厚生労働省においても、経済社会情勢の変化
や国民のニーズにあった的確な行政の展開を目
指し、政策評価を行っていきます。

◆厚生労働行政の年次報告書の
作成
厚生労働行政は、国民生活に直結した行政分
野として、国民の理解を得ながら施策を推進し
ていくことが重要であり、このためにも、厚生
労働行政について年次報告書を作成していきま
す。
平成11年版の厚生白書では、「社会保障と国
民生活」と題し、①社会保障の目的と機能を明
確にし、実際の国民生活や国民経済において社
会保障が具体的にどのような効果をもたらして
いるのか、②第２次大戦後約50年間に、我が
国の社会保障がどのように発展し、どのような
水準に到達しているのか、を明らかにしていま
す。
来年度からは、社会保障政策と労働政策の一
体的な取組について年次報告書を作成していき
ます。

◆労働経済の総合的な分析
我が国経済社会の大きな構造変化に的確に対
応するため、労働経済情勢の分析など幅広い分
析・研究を行っており、これらの分析が政策の
企画・立案に重要な役割を果たしています。
毎年発表される「労働経済の分析」（労働白
書）では、各年の労働経済の動向を分析すると
ともに、中長期的観点から重要な諸問題を取り
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◆総合的かつ基本的な政策の策定
厚生労働省は、「国民生活の保障・向上」と

「経済の発展」を目指し、「社会福祉、社会保障、
公衆衛生の向上・増進」と、「働く環境の整備、
職業の安定、人材の育成」とを総合的かつ一体
的に推進していくことが求められています。
急速な少子高齢化の進行、右肩上がりの経済
の終焉、経済の国際化に伴う産業構造の変化な
どの経済社会構造の変化、価値観の多様化など

の中で、社会保障政策と労働政策とを一体的に
遂行するため、厚生労働省としての総合的かつ
基本的な政策の策定を行っていきます。

◆少子高齢社会への総合的な対応
我が国では、他の先進諸国に類を見ない早さ
で少子高齢化が進んでおり、例えば、1998年
現在６人に１人が高齢者ですが、2050年には
３人に１人が高齢者となることが見込まれてい

総合的かつ基本的な政策の策定・政策評価
社会保障政策と労働政策を総合的かつ一体的に推進するため、厚生労働省の総合
的かつ基本的な政策を策定するとともに、政策評価を行います。また、厚生労働行
政に関する年次報告書の作成や経済問題に関する総合的な分析を行うとともに、労
使関係の安定に努め、人口政策などを的確に実施していきます。

政策統括官
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社会保障給付費の推移



◆社会保険制度を運営する
全国組織
社会保険庁は国民年金、厚生年金の年金事業
や、政府管掌健康保険、船員保険の医療保険事
業を行っています。これらの事業では、被保険
者の記録管理、保険料収納、年金給付の裁定、
支払い、年金相談等の膨大な事務を全国一律に
実施しております。本庁以外に施設等機関とし
て社会保険業務センター及び社会保険大学校を
置き、また、地方支分部局として都道府県単位
に地方社会保険事務局、その出先機関として全
国265ヶ所の社会保険事務所を置き、現在約
17,000人の職員が社会保険事業に取り組んで
います。

◆迅速正確なオンラインシステム
「国民皆保険・国民皆年金」の言葉が示すと
おり、社会保険は広く国民を対象とする極めて

巨大な制度であり、その運営事務も膨大です。
この膨大な年金・保険業務を処理するため、大
型コンピューターを備えた東京の社会保険業務
センターと全国の社会保険事務所とを専用のデ
ータ通信回線で結ぶ「社会保険オンラインシス
テム」が導入されています。これにより、社会
保険事務所で受け付けた各種届出の即時処理、
被保険者からの照会への即時対応、年金裁定期
間の大幅短縮化等が可能になっています。

◆全国に展開する
保健・福祉施設事業
社会保険庁は、厚生年金、国民年金、健康保
険等の財源の一部を被保険者に還元して福祉の
向上を図る保健・福祉施設事業を行っているほ
か、生活習慣病予防検診などの健康管理事業な
どを行っています。
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上げて総合的に分析しています。平成11年版
は「急速に変化する労働市場と新たな雇用の創
出」と題して、失業を中心とした労働市場の実
態とその構造的変化について分析するととも
に、雇用創出の状況を把握し、21世紀に向け
て雇用構造の円滑な転換を進め、雇用の安定を
図るための課題を検討しました。

◆労使関係の安定
社会の安定と経済の発展のためには、労使関
係の安定は欠かすことのできないものです。近
年、労使関係は全体としては安定していますが、
個々にみると、複雑で多様な問題が生じていま
す。また、平成元年に結成された連合（日本労
働組合総連合会、約750万人）は、「ゆとり・
豊かさの実現」を目標として掲げ、各種の労働
条件の改善、政策制度要求などに取り組んでい
ます。
このような状況にかんがみ、政府、労使首脳
や学識経験者を含むいわば最高ワイズパーソン
による懇談の場として産業労働懇話会を開催し
ているほか、都道府県レベル、産業レベルなど
の様々な場で労使間のコミュニケーションの促
進に努めています。
また、労働争議の調整や不当労働行為の審査
を行う機関として、労働委員会が設置されてい
ます。最近では、個別的労使紛争の増大に対応
し、簡易迅速な紛争処理システムの創設につい
て検討をしています。
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厚生白書 労働白書

労使関係の安定（産業労働懇話会）▲

厚生労働省� 社会保険庁

▲社会保険大学校

▲社会保険業務センターの大型コンピューター

巨大な社会保険組織を支える
社会保険庁は、厚生労働省の外局として置かれ、国民年金、厚生年金保険、政府

管掌健康保険、船員保険の運営実施の実務を担当しています。
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施設等機関及び地方支分部局など
厚生労働省には、12の審議会が置かれているほか、全国に研究所等6、国立病院218、検疫所13、国立社会福祉施設10、
社会保険関係機関2の多数の施設等機関を有し、また、地方厚生（支）局8、都道府県労働局47、地方社会保険事務局47を
有しています。

●施設等機関●
検疫所
国際海港と国際空港におかれ、感染症についての対人検疫と、輸入食品に対する検査等の輸入食品監視を行っています。
国立病院・国立療養所
全国に214か所あり、地域の高度医療施設としての機能を果たしています。
国立高度専門医療センター
東京都中央区及び千葉県柏市の「がんセンター」、大阪府吹田市の「循環器病センター」、東京都小平市及び千葉県市川市の

「精神・神経センター」並びに東京都新宿区の「国際医療センター」の4ケ所あり、高度医療の提供と研究を行っています。
国立医薬品食品衛生研究所（東京都世田谷区）
医薬品や食品をはじめ、私たちの周囲にある化学物質について、その安全性や品質を評価するための研究を行っています。
また、医薬品医療機器審査センターでは、医薬品等の製造・輸入承認に必要な審査業務を行っています。
国立公衆衛生院（東京都港区）
公衆衛生技術者の養成訓練と公衆衛生分野の様々な調査研究を行っています。
国立社会保障・人口問題研究所（東京都千代田区）
社会保障制度による給付と負担の関係、社会保障費の推計、将来人口の推計、出産力調査等の作成・発表を行っています。
国立感染症研究所（東京都新宿区）
エイズなどの感染症の予防診断、治療に関する研究や、ワクチン等の安全性や有効性を保障するための国家検定を行っています。
国立医療・病院管理研究所（東京都新宿区）
医療供給体制や医療経済等に関する研究、医療管理等の病院管理に関する調査研究や教育研修を行っています。
労働研修所（埼玉県朝霞市）
労働行政を担う職員等に対し、その職務を行うのに必要な訓練を行っています。
国立児童自立支援施設、国立光明寮、国立保養所、国立知的障害児施設
それぞれ、要保護児童、視覚障害者、身体障害者、知的障害者を入所させる専門施設です。
国立身体障害者リハビリテーションセンター（埼玉県所沢市）
身障者の医療、訓練、研究、研修を一体的に行っている高度専門施設です。
社会保険大学校（千葉県印旛郡）
全国の社会保険の業務に従事する職員の研修を行っています。
社会保険業務センター（東京都杉並区及び三鷹市）
社会保険事業の膨大な業務を、大型コンピューターにより正確迅速に処理しています。

●地方支分部局●
地方厚生（支）局
厚生労働省の発足とともに、従来の地方医務局と地区麻薬取締官事務所を統合し、設置されます。国立病院・国立療養所の管理、麻薬等
の取締り、福祉・衛生関係の監視指導、健康保険組合や厚生年金基金の監督などを行うこととしています。
都道府県労働局
都道府県労働基準局、都道府県女性少年室及び都道府県職業安定主務課を統合し、平成12年4月1日に発足しました。総合的かつ効
率的な労働行政を展開することとしています。
地方社会保険事務局
社会保険庁の地方支分部局として、政府管轄健康保険、船員保険、厚生年金保険、国民年金の給付事務などを分掌しています。
●特殊法人等●
厚生労働行政の分野では、特殊法人及び特別認可法人として、社会福祉・医療事業団、年金福祉事業団、国民生活金融公庫、社会保
険診療報酬支払基金、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、日本赤十字社、心身障害者福祉協会、厚生年金基金連合会、日本労
働研究機構、労働福祉事業団、雇用・能力開発機構、勤労者退職金共済機構といった法人が設立され、事業を行っています。

●独立行政法人●（平成13年4月～）
国立健康・栄養研究所（東京都新宿区）
食品から人間に至る一貫した栄養に関する調査研究、運動、休養を含めた健康増進に関する調査研究を行っています。
産業安全研究所（東京都清瀬市）
事業場における災害の予防に関する調査研究を行っています。
産業医学総合研究所（神奈川県川崎市）
労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の原因、診断、予防その他の事項に関する総合的な調査研究を行っています。
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